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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００８８】
　ある実施形態では、該組成物は、１種又は２種以上のエストリド化合物と１種又は２種
以上の追加の添加剤を含有する潤滑剤添加剤パッケージとを含む。典型的添加剤パッケー
ジは、溶媒、粘度指数改良剤、腐食防止剤、酸化防止剤、分散剤、潤滑油の流動改良剤、
清浄剤及びさび止め剤、流動点降下剤、消泡剤、摩耗防止剤、シール膨潤用剤、又は摩擦
改良剤から選択される１種又は２種以上の成分を含むことができる。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９９】
　ある実施形態では、該組成物は、少なくとも１種の清浄剤及び／又は金属さび止め剤（
「清浄・さび止め剤」）をさらに含む。清浄剤及び金属さび止め剤は、スルホン酸の金属
塩、アルキルフェノール、硫化アルキルフェノール、アルキルサリチレート、ナフテネー
ト並びに他の油溶性モノ及びジカルボン酸を含む。典型的スルホン酸塩は、置換された又
は非置換の炭素環式スルホン酸、置換された又は非置換のアリールスルホン酸、又は脂肪
族スルホン酸の金属塩を含む。ある実施形態では、清浄・さび止め剤は、長鎖アルキルア
リールスルホン酸カルシウムなどのアルキルアリールスルホン酸の金属塩を含む。中性又
は高度に塩基性の金属塩、例えば、高度に塩基性のアルカリ土類金属スルホン酸塩（カル
シウム塩及びマグネシウム塩など）が、そのような清浄剤として使用できる。ある実施形
態では、清浄・さび止め剤は、スルホン酸カルシウム、カルシウムフェネート、又はサリ
チル酸カルシウムなどのカルシウム清浄剤を含む。ある実施形態では、清浄・さび止め剤
は、過塩基性化されたカルシウム化合物などの過塩基性化された清浄剤である。ある実施
形態では、該清浄・さび止め剤は、ｍｇ（ＫＯＨ）／ｇ（清浄剤組成物）で表して、約２
５～約６００、例えば、約３０～約６０、約４０～約８０、約１００～約５００、又は約
１５０～約４５０の合計塩基数を有する。ある実施形態では、清浄・さび止め剤は、ノニ
ルフェノールスルフィドである。典型的材料は、アルキルフェノールと市販の二塩化硫黄
とを反応させることにより調製することができる。適当なアルキルフェノールスルフィド
は、アルキルフェノールと元素状硫黄とを反応させることによっても調製することができ
る。他の適当な清浄・さび止め剤は、一般にフェネートとして知られるフェノールの中性
及び塩基性の塩を含むことができて、この場合、フェノールが一般的にアルキル置換され
たフェノール基であり、該置換基は約４～４００個の炭素原子を有する脂肪族炭化水素基
である。典型的清浄・さび止め剤は、Ｉｎｆｉｎｅｕｍ（米国ニュージャージー州、Ｌｉ
ｎｄｅｎ）により販売されている例えば、「Ｓ９１１」及び「Ｐ５７１０」を含むことが
できる。幾つかの実施形態では、清浄・さび止め剤は、組成物の約０．１ｗｔ％～約２０
ｗｔ％、約２ｗｔ％～約１８ｗｔ％、約５ｗｔ％～約１５ｗｔ％、又は約１１ｗｔ％～約
１３ｗｔ％を構成する。幾つかの実施形態では、清浄・さび止め剤は、組成物の少なくと
も１０ｗｔ％を構成する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３２】
　ある実施形態では、該組成物は、エストリド基油、清浄・さび止め剤、及び所望により
抗酸化剤を含むか又は本質的にそれらからなる。ある実施形態では、エンジンオイル組成
物は、非エストリド基油及び／又は粘度改変剤さらに含む。ある実施形態では、非エスト
リド基油は、少なくとも１種の鉱物油又は半合成油を含む。したがって、ある実施形態で
は、エンジンオイル組成物は、ＰＡＯ及び／又は非エストリド合成エステルなどの合成基
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油を排除するであろう。ある実施形態では、エンジンオイル組成物は、流動点降下剤及び
／又はポリアルキレングリコールなどの追加の添加剤を排除するであろう。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７５】
　１５．添加剤パッケージが少なくとも１種の清浄・さび止め剤を含む、実施形態１～１
４のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７６】
　１６．少なくとも１種の清浄・さび止め剤が金属スルホネート清浄剤を含む、実施形態
１５に記載の組成物。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７７】
　１７．少なくとも１種の清浄・さび止め剤がカルシウム清浄剤を含む、実施形態１５～
１６のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７８】
　１８．少なくとも１種の清浄・さび止め剤が、カルシウムフェネート、サリチル酸カル
シウム、又はスルホン酸カルシウムの１種又は２種以上を含む、実施形態１５に記載の組
成物。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１７９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１７９】
　１９．少なくとも１種の清浄・さび止め剤が過塩基化されたスルホン酸カルシウムを含
む、実施形態１５に記載の組成物。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１９０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１９０】
　３０．　約０．１重量％～約２０重量％の少なくとも１種の清浄・さび止め剤、
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　約０．１重量％～約１５重量％の少なくとも１種の粘度改変剤、
　約５重量％～約８５重量％の少なくとも１種の非エストリド基油、及び
　約５％～約９０％のエストリド基油
を含む、実施形態１～２９のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１９１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１９１】
　３１．　約２重量％～約１８重量％の少なくとも１種の清浄・さび止め剤、
　約１重量％～約１０重量％の少なくとも１種の粘度改変剤、
　約１５重量％～約７０重量％の少なくとも１種の非エストリド基油、及び
　約１０％～約５０％のエストリド基油
を含む、実施形態１～２９のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１９２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１９２】
　３２．　約５％～約１５重量％の少なくとも１種の清浄・さび止め剤、
　約０．０１％～約３重量％の少なくとも１種の抗酸化剤、
　約２％～約５重量％の少なくとも１種の粘度改変剤、
　約３０％～約６５重量％の少なくとも１種の非エストリド基油、及び
　約２５％～約６０％のエストリド基油
を含む、実施形態１～２９のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１９３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１９３】
　３３．　少なくとも２５重量％のエストリド基油、
　少なくとも１種の非エストリド基油、
　少なくとも１種の清浄・さび止め剤、及び
　少なくとも１種の抗酸化剤、
を含む組成物であって、
　ＡＳＴＭの方法７３２０に従って試験されたときに６０μｍ以下の摩耗評点、４０℃で
１５０％以下の粘度上昇を示し、及び
ＡＳＴＭの方法Ｄ６８６６に従って試験されたときに、少なくとも２５重量％のバイオ系
の含有率を有する組成物。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１９４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１９４】
　３４．　少なくとも２５重量％のエストリド基油、
　少なくとも１０重量％の少なくとも１種の清浄・さび止め剤、



(5) JP 2016-536385 A5 2018.12.27

　少なくとも０．１重量％の少なくとも１種の抗酸化剤、及び
　少なくとも１重量％の少なくとも１種の粘度改変剤、及び
　少なくとも４０重量％の少なくとも１種の非エストリド基油
を含む、実施形態３３に記載の組成物。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２１０】
　５０．少なくとも１種の清浄・さび止め剤が、組成物の１１～１３重量％を構成する、
実施形態３３～４９のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２６３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２６３】
　１０３．　２５％～４０重量％のエストリド基油、
　１０％～１５重量％の少なくとも１種の清浄・さび止め剤、
　０．１％～２重量％の少なくとも１種の抗酸化剤、
　１％～５重量％の少なくとも１種の粘度改変剤、及び
　４０％～５５重量％の少なくとも１種の非エストリド基油
を含む、実施形態３３～１０２のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２７３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２７３】
　１１３．少なくとも１種の清浄・さび止め剤が、置換された又は非置換の炭素環式スル
ホン酸の金属塩、置換された又は非置換のアリールスルホン酸の金属塩、又は脂肪族スル
ホン酸の金属塩の１種又は２種以上を含む、実施形態１～１１２のいずれか１項に記載の
組成物。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２７４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２７４】
　１１４．少なくとも１種の清浄・さび止め剤が、アルキルアリールスルホン酸の金属塩
を含む、実施形態１～１１３のいずれか１項に記載の組成物。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）２５～５５重量％のエストリド基油、
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　（ｉｉ）４０～５５重量％の少なくとも１種の非エストリド基油、
　（ｉｉｉ）少なくとも１種の清浄・さび止め剤、及び
　（ｉｖ）少なくとも１種の抗酸化剤
を含む組成物であって、
　エストリド基油が、式Ｉ
【化１】

（式中、
　ｘは、各出現に対して独立に、０～１０から選択される整数であり、
　ｙは、各出現に対して独立に、０～１０から選択される整数であり、
　ｎは０～２０から選択される整数であり、
　Ｒ1は、飽和の、及び分岐又は非分岐の、非置換のＣ1～Ｃ22アルキルであり、及び
　Ｒ2は、飽和の、及び分岐又は非分岐の、非置換のＣ1～Ｃ22アルキルであり、
　各脂肪酸鎖残基は非置換である。）
の化合物から選択される少なくとも１種のエストリド化合物を含み、
　エストリド基油が１０ｃｇ／ｇ未満のヨウ素価を有し、
　組成物が、ＡＳＴＭの方法７３２０に従って試験されたときに、６０μｍ以下の摩耗評
点、及び４０℃で１５０％以下の粘度上昇を示し、及び
　組成物が、ＡＳＴＭの方法Ｄ６８６６に従って試験されたときに、少なくとも２５重量
％のバイオ系の含有量を有する、組成物。
【請求項２】
　２５～５５重量％のエストリド基油、
　少なくとも１０重量％の少なくとも１種の清浄・さび止め剤、
　少なくとも０．１重量％の少なくとも１種の抗酸化剤、及び
　少なくとも１重量％の少なくとも１種の粘度改変剤、及び
　４０～５５重量％の少なくとも１種の非エストリド基油
を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　組成物の少なくとも２５重量％のバイオ系の含有量が、エストリド基油に由来する、請
求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　ＡＳＴＭの方法７３２０に従って試験されたときに、少なくとも７の秤量されたピスト
ン沈澱物評点を示す、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　エストリド基油が１００℃で５～１０ｃＳｔの動粘度を有する、請求項１に記載の組成
物。
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【請求項６】
　少なくとも１種の粘度改変剤がスチレンタイプのポリマーを含む、請求項１に記載の組
成物。
【請求項７】
　少なくとも１種の粘度改変剤がスチレン－ジエンタイプのポリマーを含む、請求項６に
記載の組成物。
【請求項８】
　少なくとも１種の清浄・さび止め剤が金属スルホネート清浄剤を含む、請求項１に記載
の組成物。
【請求項９】
　少なくとも１種の清浄・さび止め剤がカルシウム清浄剤を含む、請求項８に記載の組成
物。
【請求項１０】
　少なくとも１種の清浄・さび止め剤が過塩基化されたスルホン酸カルシウムを含む、請
求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　少なくとも１種の非エストリド基油が、鉱物油、合成油、又は半合成油の１種又は２種
以上を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
　少なくとも１種の非エストリド基油が群ＩＩＩの油を含む半合成油である、請求項１１
に記載の組成物。
【請求項１３】
　ｘが、各出現に対して独立に、７及び８から選択される整数である、請求項１に記載の
組成物。
【請求項１４】
　ｙが、各出現に対して独立に、７及び８から選択される整数である、請求項１３に記載
の組成物。
【請求項１５】
　Ｒ2が分岐である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１６】
　Ｒ1が非分岐である、請求項１に記載の組成物。
【請求項１７】
　エストリド基油が５ｃｇ／ｇ未満のヨウ素価を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１８】
　エストリド基油が組成物の約３５重量％を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項１９】
　組成物が、ＡＳＴＭの方法７３２０に従って試験されたときに、０～３０μｍ以下の摩
耗評点を示す、請求項１に記載の組成物。
【請求項２０】
　組成物が、ＡＳＴＭの方法７３２０に従って試験されたときに、４０℃で５～１００％
の粘度上昇を示す、請求項１に記載の組成物。
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